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番号 作成者

① 農林水産省

② 農林水産省

③ 愛媛県

④ 愛媛県

⑤ 西条市

① 西条市

② 西条市

③ 西条市地域防災計画 西条市

④ 西条市

分類 名  称
作成年月及び

改定年月

西
条
市
農
村
振
興
計
画
に
か
か
る

食料・農業・農村基本計画 平成27年 3月

土地改良長期計画

平成21年 3月

関
連
上
位
計
画

西条市立地適正化計画 平成28年 2月

第2期西条市総合計画

各
種
整
備
計
画

平成28年 8月

平成27年 3月

平成26年11月

西条市都市計画マスタープラン

農業振興地域整備計画 平成22年 3月

第六次愛媛県長期計画 平成23年 3月

えひめ農業振興プラン2016 平成28年 3月

３．計画に係る地域の将来像                          

３－１ 地域の将来の望ましい姿 
 
３－１－１ 関連上位計画・各種整備計画の整理 
 
 本計画に関連する関連上位計画・各種整備計画について、以下に示します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 3.1.1-1 関連上位計画・各種整備計画一覧 
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人を育む視点

（人材育成、安全で生
きがいの持てる環境の
構築）

緑を継承する視点

（自然環境保全と
農業の継承）

食材天国を目指す
視点
（産地形成、食と農が
近い地域づくり）

水の郷を築く視点

（豊かで美しい
水の郷の構築）

・農業経営の安定化
・農業生産基盤の整備
・流通体系整備

産業基盤の強化

・広域ネットワークづくり
・地域のコミュニティ形成
・都市と農村の交流促進

広域連携の促進

人と緑を育む 食と水の郷 西条
～快適環境と農業改革の実現に向けて～

各施策と
併せて実施

 
３－１－２ 地域の将来像 
 

本市は、「創ろう 最上のまち 西条を！」をスロ－ガンとして「人がつどい、まちが輝く、

快適環境実感都市」の将来像を掲げた総合計画を策定しています。この総合計画の下、それぞ

れの地域（中山間地域・沿岸地域・農村地域・住宅地域・商業地域など）で、行政・経済・教

育・交通など住民が快適な生活を送ることができる都市機能や、西日本最高峰の石鎚山を主峰

とした石鎚山系を背景とした美しい自然環境、歴史的・文化的に貴重な文化財など、地域が有

する資源や特性を生かしたまちづくりが行われています。 

 このため、本農村振興基本計画では、「人と緑を育む、食と水の郷 西条」を目指すべき将

来像とし、新しい『快適環境の郷（くに）づくり』＝『安定した強い農業』と『美しく活力あ

る農村』への進化と高付加価値でコスト競争力のある農産物の生産・販売体制の実現を目指す

「西条農業革新都市」のさらなる発展を目指して、総合計画と連動したまちづくりを進めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.2-1 将来像の設定 
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◆人材育成、安全で生きがいの持てる環境の構築◆

テーマ（1） 人を育む視点

多様な自然や地域文化にふれあい、感性を磨く環境を有している本市では、地域をあげて、人
が相互に支え合いながら、人として育ち、育てられていくといった人間関係の形成が大事です。

このため、互いに思い合うゆとりをもち、個性豊かでお互いが自立し、地域の中で、創造的に
学ぶことができる農村環境の構築が不可欠です。

農業・農村の振興に向けた
重点施策

～ 地域特性の保全と活用 ～

子育て・学校教育・生涯学習環境の充実●

安全・安心な暮らしの確保●

地域文化の継承●

新規就農者の確保及び育成●

【重点項目】

中山間地域への支援●

３－２ 農村振興のテーマ 
 
３－２－１ テーマの設定 
 
 本農村振興基本計画では、先の将来像を実現するため、以下の「人を育む視点」・「緑を継承

する視点」・「食材天国を目指す視点」・「水の郷を築く視点」をテーマとして設定します。 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.２.1-1 テーマ（1）の設定 



3-2 農村振興のテ－マ 

 - 78 - 

◆自然環境保全と農業の継承◆

テーマ（2） 緑を継承する視点

多様な自然環境、緑に囲まれた環境は、本市の文化・人材を育み今日の発展を支えてきました。
しかしながら、産業構造や生活形態・価値観の多様化の影響から、一部では、危機的状況に瀕し
ています。効率的社会形成の観点からも、自然環境の保全を考慮した計画的な開発とすることが
極めて重要となります。

今後は、地域の緑を守り、伝える観点から、施策検討していくことが大切です。

農業・農村の振興に向けた
重点施策

～ 持続的な営農環境の整備 ～

農地流動化の推進●

ほ場整備などの推進●

水源地域の機能保全●

【重点項目】

農業・農村の多面的機能の維持

耕作放棄地の再生

●

●

生態系の保全●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.２.1-2 テーマ（2）の設定 
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◆産地形成、食と農が近い地域づくり◆

テーマ（3） 食材天国を目指す視点

県下有数の穀倉地帯であるとともに、本地区には、野菜、果実、畜産、水産物と多様な食料

を生産しています。生産者を巡る社会情勢は厳しいですが、地域特性を考慮し、一体的な生産

体制を構築するなどの努力によって、生産コストの節減、品質の向上、流通コストの節減を図

り得る基盤を本地区は、有しています。
地域にあっても、地産地消活動を推進し、食育などを通じ、地域の「農」への理解を深める

ことは、地域ぐるみの生産者支援につながります。
こうした、食の豊かさは、他に例をみない快適環境を構成する重要なポイントであり、個性

のある特徴的な地区といえます。

農業・農村の振興に向けた
重点施策

～ 都市と農村の協調の促進 ～

担い手農家の経営安定化支援●

農業革新都市の発展●

振興作物の栽培推進●

地産地消の推進●

【重点項目】

～ 都市と農村の交流の進展 ～

グリーン・ツーリズムの推進●

消費者と生産者の交流推進●

【重点項目】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.２.1-3 テーマ（3）の設定 
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◆豊かで美しい水の郷の構築◆

テーマ（4） 水の郷を築く視点

石鎚山系の恩恵を受けた豊富な地下水などの水資源は、本市の産業や人々の生活環境に大き

く恩恵を受けています。しかしながら、水は限りある資源として、水源の涵養、水利用の効率

化といった努力を継続することが重要で、地域内各所の泉、ため池などの水辺の環境を再生し、

豊かな自然環境を築くとともに、広く住民が憩い、その維持管理を通じて、水のありがたみを

感じる心や環境保全の意識向上を養うことが有効です。
このような、水を豊かに、水を大切に、水の恩恵を得るための取組は、循環型社会の形成に

つながります。

農業・農村の振興に向けた
重点施策

～ 永続的な水資源の確保 ～

水辺環境の確保●

水源の涵養●

水質の保全●

【重点項目】

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.２.1-4 テーマ（4）の設定 
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現状 10年後

5箇所 10箇所

 
３－２－２ テ－マ別の各項目の施策検討 
 
 各項目をテーマごとに分類し、本市の農村振興における施策を検討します。 

 

 

（１） 【人を育む視点】：人材育成、安全で生きがいの持てる環境の構築 

 

 

【農業・農村振興における重点施策】 

 

① 地域特性の保全と活用 

 

●子育て・学校教育・生涯学習環境の充実 

 

  少子化や核家族化等の子育て環境が変化する中、すべての家庭が安心して子育てできるよ

う、子育て支援サ－ビスの充実を図ります。また、学校教育を生涯学習の基礎と位置づけて、

知・徳・体の調和がとれ、「生きる力」を持った逞しい人材育成を目指す学校教育に取り組

みます。そして生涯学習を通じて得た知識や能力を、社会に還元することができるような「し

くみづくり」を推進します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

●安全・安心な暮らしの確保 

 

・防災対策整備の充実 

  風水害や津波、南海トラフ巨大地震等に備えて、防災・減災対策の強化や防災基盤の整備

など、安全・安心なまちづくりを推進します。 

 

・社会福祉施設と体制の充実 

 福祉・医療施設の整備・管理や、福祉・医療サービスの質の向上により、体制の強化を図

ります。 

 

・広域ネットワ－クによる施設の有効利用 

  地域全域の的確な情報収集と市民への迅速な伝達を可能にするため、防災行政無線システ

ム等の整備を進め、受けられる情報サービスの都市と農村の地域間格差を縮小させ、快適な

情報通信環境を構築します。 

 

 

地域子育て支援センタ－ 目標 
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現状 10年後

174件 180件

 

 

・道路交通網の整備 

 幹線道路である国道・県道、生活道である市道、それぞれの管理者が連携して整備を行い、

安全で快適な道路環境を創造します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

○自主防災組織への支援拡大 

  地域防災の要となる自主防災組織への支援を拡大することで、地域住民の防災に対する意

識の高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域文化の継承 

 

○地域文化伝承の拠点整備 

 市内各地に点在している埋蔵文化財関係資料や発掘調査での出土品を併せて一括管理し、

整理、調査研究・普及啓発活用を行うため、既存施設を活用した拠点施設の整備を行います。 

 

○地域文化資産の地域管理体制の構築 

文化財の指定を受けている建築物や書物、記念物指定を受けている樹木などの保護に努め

ながら、これらに対する理解を深める機会の設定や観光資源としての活用などの取組を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市道改良率 

自主防災組織の組織率 

指定文化財数 

現状 10年後

34.8% 69.8%

現状 10年後

83.5% 100%
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●新規就農者の確保及び育成 

 

新たに農業を始めようとする者や農業経験が浅い農業者、若手の農業者などが、農業によ

る生活基盤を確立できるように、農産物の栽培・飼育技術を身につけるための技術的支援や

奨学金の返還免除や青年就農給付金の交付などにより円滑な就農を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●中山間地域への支援 

中山間地域の条件不利地域と平地とのコスト格差是正や中山間地域に適した薬用植物な

どの栽培を推進します。また農業生産の維持を図り、多面的機能の確保を目指す「中山間地

域等直接支払制度」を、地域で有効利用できるよう、必要な支援・指導を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業就業人口 

直接支払制度組織数 

現状 10年後

3,825人 3,825人

現状 10年後

17組織 18組織
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（２） 【緑を継承する視点】：自然環境保全と農業の継承 

 

 

【農業・農村振興における重点施策】 

 

① 持続的な営農環境の整備 

 

●農地流動化の推進 

農村地域の未来を切り開く農業者を育成するために、中間管理機構と連携し関連する事業

を円滑に実施し、担い手農家や集落営農組織への農地集積・集約化の支援拡充を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ほ場整備などの推進 

水田および樹園地を含めて全ての農用地において、農作業の効率化や高収益・高品質化を

図るため、ほ場整備や園内道の整備を推進します。これにより、用水使用量の低減や優良農

地の増加も見込めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担い手への農地集積率 

認定農業者 

集落営農組織数 

 
ほ場整備率 

現状 10年後

556人 590人

現状 10年後

16集落 21集落

現状 10年後

32.4% 36.1%

現状 10年後

37.8% 45.0%
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●水源地域の機能保全 

〇未改修ため池の整備 

  災害の未然防止や水源としての機能維持のため、地域内に点在する老朽化した未改修のた

め池についての改修・整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇農業水利施設の適切な維持管理 

  農業用水の安定供給等、営農上重要な役割を果たす農業用水利施設の適切な維持管理のた

め、施設の長寿命化に向けての支援の拡充に努めます。 

 

●農業・農村の多面的機能の維持 

農業者等による組織が取り組む水路の泥上げや農道の路面維持など地域資源の基礎的保

全活動など地域の共同活動、農業生産条件の不利を補正するため将来に向けて農業生産活動

を維持するための中山間地域等での農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動に

よる農業・農村の多面的機能の発揮に向けた取組を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●耕作放棄地の再生 

耕作放棄地の拡大によって、農村景観を害するだけではなく、鳥獣被害も増加が予想され

るため、あらゆる角度から耕作放棄地の解消について検討・対策を図ります。そして増加傾

向にある鳥獣被害については、農用地を電気策で囲むなど、地域内に野生生物をよせつけず、

野生動物とのよりよい距離感を保てるような方策を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ため池整備率 

多面的機能支払 対象面積 

耕作放棄地面積 

現状 10年後

208ha 140ha

現状 10年後

13.8% 25.5%

現状 10年後

3,457ha 3,500ha
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●生態系の保全 

   地域内で絶滅危惧・準絶滅危惧種に指定されている生物をはじめ、在来種や希少種に挙げ

られる生物についての現況把握を随時実施し、生態系の保全に努めます。また、外来種への

有効な対策についての意見交換を諸関係機関や地域間で行い、情報の共有化を図ります。 

 
 

 

（３） 【食材天国を目指す視点】：産地形成、食と農が近い地域づくり 

 

 

【農業・農村振興における重点施策】 

 

① 都市と農村の協調の促進 

 

●担い手農家の経営安定化支援 

  担い手農家の機械・施設の整備や経営規模の拡大を支援します。 

 

●農業革新都市の発展 

加工用野菜の産地化に向けた人材育成・生産・加工流通・販売を企業と共に創るマ－ケッ

トインの仕組みづくりへの支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●振興作物の栽培推進 

農産物生産額の低迷に歯止めをかけるため、野菜、果樹、花きなどにおける新品種や優良

品種の導入や栽培技術開発、販路の開拓などを積極的に行うことで、生産する農産物の高付

加価値化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加工用野菜の年間延栽培面積 

農業生産額 

現状 10年後

28ha 100ha

現状 10年後

137億円 137億円
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●地産地消の推進 

  地域内の店舗での販売促進や教育機関と連携した啓発活動などを通じ、地域内で生産され

た農産物を地域内で消費する「地産地消」を推進します。また、地域内外の消費者に安全で

安心な農産物を供給するために、「環境保全型農業」・「有機農業」の導入を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 都市と農村の交流の進展 

 

●グリ－ン・ツ－リズムの推進 

  新たな体験メニューの開発や、観光農園や農産物直販所等のユニバーサルデザインの考え

方に基づいた整備を実施し、グリーンツーリズムの進展を図ります。また、それぞれの施設

と連携をとり、観光ネットワ－クの構築を支援します。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

●消費者と生産者の交流推進 

  消費者ニ－ズの把握、実需者とのマッチング、産地からの情報発信及び産地と消費者を結

ぶ新たな流通・販路の拡大を目指し、都市市場への新たな流通ル－トの構築などへの取組を

支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
観光農園 

現状 10年後

19施設 19施設

 
地産地消を活用して新規産業への事業展開支援数 

現状 10年後

2件 10件
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（４） 【水の郷を築く視点】：豊かで美しい水の郷の構築 

 

 

【農業・農村振興における重点施策】 

 

① 永続的な水資源の確保 

 

●水辺環境の確保 

良質かつ水量豊かな水の供給源となる水源地域を保全しつつ、水を活かした潤いのある環

境の形成を推進します。農村地域に広範に存在する泉や、水路、ため池等の農業水利施設の

保全管理または整備と一体的に、これらの施設の有する水辺空間等を活用して、親水・景観

保全施設、利用保全施設等を整備するとともに、豊かで潤いある快適な生活環境と、都市に

も開かれた水辺空間を創造し、地域の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●水源の涵養 

市内には，ため池、用排水機場、樋門、用水路や排水路などのさまざまな農業水利施設が

存在しています。これらの農業水利施設は，戦後の食料増産や高度経済成長時代の昭和 40

年代前半から 50 年代に造成されたものが多く，更新時期を迎える施設が年々増加する傾向

にあります。貴重な社会資本ストックである農業水利施設の長寿命化対策と保全管理に積極

的に取り組みます。また、荒廃林に対する間伐・植林などによる対策の推進によって、元来、

森林の有する水源涵養機能の回復を図ります。あわせて、水田にも涵養機能が備わっている

ことを踏まえ、里山全体で涵養機能の保全に努めます。 

 

●水質の保全 

  住環境の向上と河川環境の保全のために、公共下水道や農業集落排水施設の整備や合併処

理浄化槽の普及を通じ、河川や海のさらなる水質改善を図ります。 

 

 

 

 

 

 
生活排水処理率 

 
灌漑期の加茂川地点 5m3/S 以上の流量確保日数 

現状 10年後

53日 153日

現状 10年後

74.8% 87.5%
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